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第１部 いの町男女共同参画プラン策定にあたって 

１ プラン策定の趣旨 

男女共同参画社会とは、男女が互いに人権を尊重しあい、性別にかかわりな

く一人ひとりが家庭・学校・職場・地域等で、個性や能力を十分に発揮するこ

とができる社会のことです。 

この社会を実現するためには、性別によって役割を強制されたり、生き方を

制限されたりすることなく、自らの意志によって、学校・職場・地域等で能力

を発揮し、政策や方針決定の場に関わる機会が確保されるとともに、家事・育

児・介護等の家庭生活でも、男女がともにそれぞれの役割を果たしていくこと

が重要となっています。 

近年の国の男女共同参画を取り巻く情勢を見ると、平成１９年７月の「配偶

者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（以下「ＤＶ防止法」とい

う。）」の一部改正や、平成２２年に「第３次男女共同参画基本計画」が策定さ

れるなど、法制度面での改善や整備により男女平等への取組が進められ、社会

の意識は少しずつ変化していますが、配偶者等に対する暴力が今まで以上に表

面化しており、それに対する取組への新たな課題も発生しています。 

町では、平成１５年度に「伊野町男女共同参画プラン」を策定するとともに、

平成１６年度には、「いの町男女共同参画推進条例」を施行し、平成２０年度

には「第２次いの町男女共同参画プラン」を策定し、さまざまな取組を進めて

きました。 

この第２次いの町男女共同参画プランの期間が平成２５年度に終了すること

から、第２次いの町男女共同参画プランを継承・発展させつつ、近年の社会状

況の変化に伴い「ドメスティック・バイオレンス防止に関する施策の強化」や

「防災分野における男女共同参画の推進」などを盛り込み、町における男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進していくため

「第３次いの町男女共同参画プラン」（以下「プラン」という。）を策定しまし

た。 

また、このプランは、ＤＶ防止法第２条の３第３項に基づいた町の基本計画

となります。 
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２ プラン策定の背景 

国の動き 

平成１１年 「男女共同参画社会基本法」の公布・施行 

平成１２年 「男女共同参画基本計画」の策定 

平成１３年 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の

施行 

平成１６年 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一

部を改正する法律」の施行 

平成１７年 「男女共同参画基本計画（第２次）」の策定 

平成１９年・平成２０年  

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一

部を改正する法律」の施行 

平成２２年 「男女共同参画基本計画（第３次）」の策定 

  

高知県の動き 

平成 ２年 「こうち女性プラン」の策定 

平成１０年 （財）こうち男女共同参画社会づくり財団の設立 

平成１１年 こうち男女共同参画センター「ソーレ」の開館 

平成１３年 「こうち男女共同参画プラン（前半期実施計画）」の策定 

平成１５年 「高知県男女共同参画社会づくり条例」の制定 

       こうち男女共同参画会議の設置 

平成１６年 「こうち男女共同参画プラン（後半期実施計画）」の見直し 

平成１９年 「高知県ＤＶ被害者支援計画」の策定 

平成２３年 「こうち男女共同参画プラン」の改定 

 

 

いの町の動き 

 町では、平成１６年に「伊野町男女共同参画プラン」を策定しました。また、

同年１０月には「いの町男女共同参画推進条例」を制定し、「誰もが互いにや

さしく自分らしく輝けるまちへ」など５つの基本理念を掲げ、施策を展開して

きました。 

平成１９年には、町民を対象とした「いの町男女共同参画に関する意識調査」

を行い、その意識調査を基に、平成２１年に「第２次いの町男女共同参画プラ

ン」を策定しました。それ以降「子育て親育ち」をテーマに、子どもを持つ親

やこれから親になろうとする若い世代の男女が共に次代を担う子どもの教育に

ついて考えることで、幅広い年代のふれあいや交流の促進を図ってきました。 

また、平成２３年には、平成１９年に実施した意識調査と同じ項目での調査

を実施し、町民の意識がどう変化しているかなどの検証作業を実施しました。 
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３ プランの基本理念 

『 ～ 誰もが互いにやさしくそして自分らしく輝けるまちいの町 ～ 』 

男女が互いに人権を尊重しあい、性別にかかわりなく一人ひとりが家庭・学

校・職場・地域等で、個性や能力を十分に発揮することができるよう、町では、

基本理念を「誰もが互いにやさしくそして自分らしく輝けるまちいの町」とし、

男女共同参画社会の実現を目指します。 

また、基本理念を受けて次のとおり基本目標を４つ掲げ、それぞれの目標ご

とに具体的な施策や事業に取り組んでいくこととします。 

基本目標 

１ 男女共同参画社会に向けた意識づくり 

２ あらゆる分野への男女共同参画の促進 

３ 男女共同参画社会実現に向けた環境づくり 

４ あらゆる暴力の根絶 

 

４ プランの性格 

このプランは、男女共同参画社会基本法第１４条第３項に基づく「市町村男

女共同参画計画」であり、平成２１年に改定した「第２次いの町男女共同参画

プラン」を見直し、今後における本町の男女共同参画社会実現のための取組を

総合的かつ計画的に実施するための基本となるものです。 

また、この計画中の「基本目標４ あらゆる暴力の根絶」は、ＤⅤ防止法第

２条の３第３項に基づく「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための

施策の実施に関する基本的な計画」（市町村基本計画）に位置付けるものであ

り、他の基本施策よりも内容を充実させています。 

 

５ プランの期間 

このプランは、初年度を平成２６年度とし、平成３０年度までの５か年とし

ます。 

 

１．男女共同参画社会基本法とは、男女共同参画社会の実現に向けて、国、地

方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ

計画的に推進するため、平成１１年６月２３日に公布・施行された法律で

す。 

２．ＤＶ防止法とは、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等

の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを

目的とする平成１３年１０月公布の法律です。平成１６年の改正では、Ｄ

Ｖ定義の拡大や被害者自立支援の明確化がなされ、平成１９年には、保護

命令制度の拡充、市町村に対する基本計画策定の努力義務等を定めた改正

がなされています。 

 

 

 



4 

 

６ プランの推進体制 

～ 誰もが互いにやさしくそして自分らしく輝けるまちいの町 ～ 
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町 民 ・ 事 業 者 

●相談・支援・情報提供等 

庁内関係部署 

●庶務・窓口 

総 務 課 

い の 町 

男女共同参画 

事 業 推 進 

ワーキングチーム 
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いの町 

男女共同参画 

推進委員会 



5 

 

７ 施策の体系 

「誰もが互いにやさしくそして自分らしく輝けるまちいの町」の基本理念の

もと、本計画の施策の体系を次のとおり定め、計画的かつ総合的な施策の推進

を図ります。 

 

 
 

 

 

誰
も
が
互
い
に
や
さ
し
く
そ
し
て
自
分
ら
し
く
輝
け
る
ま
ち
い
の
町

男女共同参画社
会に向けた意識
づくり

あらゆる分野へ
の男女共同参画
の促進

男女共同参画社
会実現に向けた
環境づくり

あらゆる暴力の
根絶

男女平等意識の啓発

さまざまな場における男女平等意識の推進

施策等の立案及び決定への女性参画の促進

労働環境の整備

防災分野における男女共同参画の推進

男女の自立を育み、安心して暮らせる環境づくり

健康の増進

あらゆる暴力の未然防止

早期相談・発見及び相談体制の充実

被害者の安全確保

被害者支援体制の整備（自立への支援）

基本理念 基本目標 基本施策
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第２部 計画の内容 

基本目標１ 男女共同参画社会に向けた意識づくり 

（１） 現況と課題 

 男女共同参画社会の実現のためには、男女がともに家庭・学校・職場・地域

等で、男女共同参画に関する正しい認識や男女平等意識が浸透し、性別にかわ

りなく誰もが人権を尊重され、社会のさまざまな分野に対等な立場で参画して

いくことが必要です。 

町が平成２３年１１月に実施した意識調査における『実生活での男女平等意

識』について、前回（平成１９年実施）の同項目で比較すると、“平等”と感

じている人の割合が、「家庭生活」「職場生活」「法律や制度面で」「社会通念・

慣習・しきたり」で微増しているものの、「学校教育」や「法律や制度面で」

を除き、依然として“男性優遇”の意識傾向がみられます。 

『家庭での役割分担』については、“夫婦が共同で行う”は前回よりも増加

しているが、家事・育児・介護等で妻が主体の状況にあり、性別による役割分

担の意識が残っている傾向がみられます。 

これらの結果から、「男女共同参画社会基本法」をはじめとした関係法令や

条例等の理解を深めていけるような活動、性別による固定的な役割分担意識に

基づく社会の制度や慣習等の見直しを図る啓発活動、そして広報や講演会によ

る町民への分かりやすい啓発活動を、今後も継続して行う必要があります。 

 また、家庭における親の教育に対する姿勢、生活習慣等は、子どもの心や行

動に大きな影響を及ぼしやすいため、一人ひとりが平等な人間であり、家庭生

活における家事・育児・介護等は男女がともに担うものであるという認識に立

った教育が必要です。 

さらに、家庭に限らず、生涯にわたって多様な学習機会が確保されるよう、

意識啓発のための講演会の開催や、地域における学習機会の提供等を図ること

も必要です。 
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実生活での男女平等意識 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家庭での役割分担 
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47.3%

53.8%

26.3%

28.2%

10.3%

7.6%

1.9%

33.2%

13.4%

31.7%

18.3%

16.4%

11.8%

39.7%

11.8%

17.6%

16.4%

16.4%

45.0%

52.7%

24.0%

1.9%

3.8%

1.9%

4.6%

13.0%

22.1%

5.7%

0.8%

2.3%

6.9%

2.7%

0.8%

8.0%

18.3%

7.3%

0.8%

6.1%

5.0%

5.7%

17.6%

16.0%

14.1%

7.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ａ.生活費をかせぐ

Ｂ.掃除・洗濯・炊事

Ｃ.家計の管理

Ｄ.育児

Ｅ.介護・看護

Ｆ.子どもの教育に関する諸問題の決定

Ｇ.家庭内の諸問題の決定

２３年調査 〔Ｎ＝２６２〕

主に妻が行う 主に妻が行い夫が一部分担 夫婦が共同で行う 主に夫が行い妻が一部分担

主に夫が行う その他または該当なし 無回答
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0.3%
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2.0%

3.5%
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14.4%

64.0%

37.2%

16.7%

19.3%

36.3%

31.4%

40.9%

38.6%

6.9%

23.6%

45.5%

49.3%

10.1%

6.9%

4.3%

24.8%

2.0%

3.5%

17.9%

8.4%

5.8%

11.2%

11.8%

12.7%

13.3%

18.4%

9.5%

11.2%

5.8%

8.6%

8.9%

8.1%

8.9%

8.6%

8.1%

8.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ａ.家庭生活

Ｂ.職場生活

Ｃ.地域社会の中

Ｄ.政治の場

Ｅ.学校教育

F.法律や制度面で

G.社会通念・慣習・しきたり

H.社会全体

２３年調査 〔Ｎ＝３４７〕

女性の方が非常に優遇されている どちらかといえば女性の方が優遇されている

平 等 どちらかといえば男性の方が優遇されている

男性の方が非常に優遇されている わからない

無回答
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自分にできる

ほど男性は

、男だから

、働く女性

とが多いと

す。男性だ

いがきちん

うな家庭と

ことが大切

る見方が平

おいては、

で家事・育

だと考える

的に差異の

の資質に応

かは、相方

く、まず

害などにあ

9.5%

19.

職
場
で
男
女
平
等
意
識
を
浸
透

さ
せ
る

学
校
で
は
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
や
保
護
者
会
で

男
女
平
等
に
つ
い
て
取
り
組
む

8 

ること 

は家事をす

ら、長男だ

性にとって

と思います

だから出来

んとするこ

という個を

切と思いま

平等な目で

、まだまだ

育児などの

る。 

のある性に

応じて平等

方と認め合

「人として

あった時に

.3% 19.9%

地
域
（
自
治
会
な
ど
）
で
は
、
古
い

慣
習
を
見
直
し
、
男
女
平
等
に

活
動
に
参
画
す
る
よ
う
取
り
組
む

職
場
で
男
女
平
等
意
識
を
浸
透

することに

だからと育

て、また働

す。しかし

来得ること

ことによっ

を作ること

ます。 

でみれる人

だ女性を低

の分担をす

に全く同じ

等な機会を

合うことが

て」が大切

にも役立つ

17.0%

男
女
共
同
参
画
に
つ
い
て
学
ぶ

に抵抗を持

育てられた

働きながら

し、男女の

と、女性で

って、お互

とから。そ

人が増えて

低い立場に

することに

じものを求

を与えるこ

が大切だと

切であり、

つ生きてい

7.2%

活
動
に
参
画
す
る
よ
う
取
り
組
む

こ
う
ち
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー

「
ソ
ー
レ
」
な
ど
の
事
業
に
参
加
し
て

理
解
を
深
め
る

持っていな

た男性には

ら育児をし

の差別でな

でなければ

互いが助け

それが地区

てきたとは

にみる人が

については

求めるので

ことだと思

と思います

やはり小

いく為の授

0.0%

20.0

40.0

60.0

9.5%

老
人
ク
ラ
ブ
で
は
、
男
女
平
等
に

活
動
に
参
画
す
る
よ
う
取
り
組
む

いもの

は男女平

している

く、区

ば出来な

合って

区、社会

は思いま

多いと

は、私の

ではなく、

思います。

す。女だ

小さい時

授業」が

%

0%

0%

0%
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○お互いを思いやる気持ちがあれば、自然と男女平等になってくると思う。 

○一番大切なことは男尊女卑の考えを世の中から無くすことです。 

○企業や地区が男女平等をうたっていても、個人が思わなければ意味がない 

○子どもの頃からの慣習を進んで見直しする人が増えない限り、男女参画は難

しい課題と思います。 

 

（３） 施策の展開 

基本施策１ 男女平等意識の啓発 

男女共同参画の視点に立ち、家庭・学校・職場・地域等の場で、男女共同参

画に関する正しい認識や男女平等意識を持ち、社会のさまざまな分野に対等な

立場で参画していくための啓発活動を行います。 

また、男女共同参画に関する情報の収集・提供を行うとともに、プランに基

づく取組の成果を把握するための意識調査を実施し、その調査結果を基に施策

の一層の充実を図っていきます。 

取 組 内 容 目 標 値 等 部 署 

男女が互いに認め合い、尊重し合う社会づ

くりのための意識啓発を推進する 

広報誌・ホームページ

等への掲載、講演会等

による啓発活動 

総務課 

町職員に対する人権研修を実施する 年 1 回以上 総務課 

人権関係団体及び職員を対象とした研修会

等へ参加する 
年 1 回以上 ほけん福祉課 

町職員のための人権相談窓口の設置をする 

総務課人事担当を相談

窓口とし、必要に応じ

管理職等への人権研修

を実施する 

総務課 

町民の自発的研修を支援する 
ソーレ等による支援事

業の情報提供 
総務課 

男女共同参画社会に関する町民意識調査の

実施及び公表をする 

平成 27 年度・平成 29

年度実施 
総務課 

 

基本施策２ さまざまな場における男女平等意識の推進 

男女平等の意識を高めるための意識啓発の推進や、町民主体の自発的研修な

どに対する支援を行い、家庭や地域等における男女平等教育・学習の推進を図

ります。 

また、学校では一人ひとりを尊重し、その個性や能力を十分に伸ばすことが

できるよう、教職員等に対する人権研修を通じて、男女共同参画に関する認識

を高めるとともに、子どもの発達段階に応じたキャリア教育※の充実や男女平

等に関わる意識向上のための授業等を取り入れます。 
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取 組 内 容 目 標 値 等 部 署 

男女が互いに認め合い、尊重し合う社会づく

りのための意識啓発を推進する【再掲】   

広報誌・ホームページ

等への掲載、講演会等

による啓発活動 

総務課 

町民の自発的研修を支援する【再掲】 
ソーレ等による支援事

業の情報提供 
総務課 

教職員等に対する人権研修を実施する 年 1 回以上 学校教育課 

子どもの発達段階に応じたキャリア教育※の

充実を図る 
各学校で実施 学校教育課 

男女平等に関わる意識向上のための授業等を

取り入れる 
年 1 回以上 学校教育課 

※キャリア教育：一人ひとりの社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を

育てることを通して、社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現して

いくことを促す教育。高知県教育委員会は、就学前からの実施を提唱している。 

基本目標２ あらゆる分野への男女共同参画の促進 

（１） 現況と課題 

 男女共同参画社会の実現のためには、男女が対等な構成員又はパートナーと

して自らの意思により社会のあらゆる分野に参画し、ともに責任を担っていく

ことが必要です。 

 平成２３年調査では、『社会的活動への参加状況』について、地域活動にお

いては、日々の活動は男性と比べ女性が担っている割合が高く、一方で、

「国・県・町の審議会や委員会に関わる行政活動」などの活動の意思決定を行

う役職には、主に男性が担っている傾向がみられます。 

 男女がともに社会をつくっていくためには、意思を反映する政策や方針決定

の場に、男女が対等な立場で参画することが必要です。 

 東日本大震災では、避難所等での生活に関し、女性用品やおむつやミルクな

どの不足、プライバシーの侵害など妊産婦を含む女性への配慮、また保育施設

の必要性など、女性や子育て家庭のニーズにおける様々な問題が明らかになっ

ています。これらは、政策や方針の決定等に未だ女性の参画割合が低いため、

女性の意見が反映されていないことが考えられます。こういった課題を解決す

るためには、まちづくりや防災・災害復興など生活に身近な分野においても、

男女共同参画の視点を取り入れ、様々な発想をいかして活動することが必要で

す。また、一人ひとりが暮らしやすく、活力ある安心安全な地域社会を築いて

いくために、地域に暮らす男女がともに積極的に参画していくことが必要です。 

 雇用分野においては、男女の均等な待遇や機会が確保されることも、男女共

同参画社会の実現のために必要となります。平成２３年調査では、男女がとも

に仕事と家庭を両立させていくために必要なこととして、「夫婦の間で家事な

どの分担について十分話し合う事」や「子どもの頃から家事、介護、子育てな

どについて男女平等の視点に立った教育を進める」などの各家庭で取り組むこ

とができることに意識が高まっているほか、「出産や子育て後の再就職の相

談・支援の充実」が３２％という結果になっています。女性の就労の機会を増

やすために、子育て等で一旦離職した女性が、希望する就労形態や職分野にお

いて再就職等にチャレンジできるよう、情報を提供していくことが必要です。 
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2

２３年

ス
ポ

ツ

学
習

文
化
な
ど
の

サ
ー
ク
ル
活
動

自然保

国・県・

２３年

的活動への

1.0% 15.6% 1

年調査〔Ｎ＝

町
の
開
催
す
る
イ
ベ
ン
ト

自
治
会
・
町
内
会
の
役
員
活
動

ス
ポ
ー
ツ
・
学
習
・
文
化
な
ど
の

スポーツ・学

自

健康づくり・食

保護・公害防止

・町の審議会や

年調査 〔Ｎ

参加状況 

17.3%
9.5%

＝３４７〕

福
祉
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

Ｐ
Ｔ
Ａ
・
子
ど
も
会
の
役
員
活
動

町
の
開
催
す

ベ
ン

習・文化などのサ

自治会・町内会

町の開催

ＰＴＡ・子ども会

福祉・ボラ

食生活改善などに

止など環境問題に

委員会にかかわ

参

＝347〕 性

13.0%

6.9%

然
保
護

公

止

環
境

問
題
に
関
す
る
活
動

健
康
づ
く
り
・
食
生
活
改
善
な
ど

に
関
す
る
活
動

福
祉

ボ

ン

活
動

0.0

サークル活動

会の役員活動

催するイベント

会の役員活動

ランティア活動

に関する活動

に関する活動

わる行政活動

加していない

無回答

性 別

11 

4.3% 4.0%

参
加
し
て
い
な
い

国
・
県
・
町
の
審
議
会
や
委
員
会
に

か
か
わ
る
行
政
活
動

自
然
保
護
・
公
害
防
止
な
ど
環
境

5.2%

10.

1.5%

5.9%

5.9%

3.0%

1

11

3.5%

3.0%

1.5%

0%

48.7%

2.3%

無
回
答

参
加
し
て
い
な
い

問

そ

無

17.8%

19.3%

15.6%

4%

23.6%

14.1%

19.1%

13.1%

15.1%

.1%

20.0%

男性

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

3

17.8%

4.7%

問6-1「参加していな

特に理

その他

参加方

回答

%

40.0%

3.0%

4.7%

11.8%

58.0%

ない」理由

由はない

参加したく

方法がわからない

関心

49.6%
48.2%

60.0

女性

くない

心が無い

%
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37.2

２３年

仕
事
と
家
庭
生
活
を
両
立
さ
せ
る
た
め
の
施
策
を

整
え
る

２３年

「参加し

男

共に仕事

2%

9.8%

45

年調査〔N＝

し
合
う
こ
と

行
政
の
施
策
や
方
針
決
定
の
場
へ
女
性
を
積
極
的

に
雇
用
す
る

仕
事
と
家
庭
生
活
を
両
立
さ
せ
る
た
め
の
施
策
を

64.2%

年調査問6-1

していない」理由

男 性

その他

特に

と家庭を両

5.8%

32.3%

21

３４７〕

の
実
現
・育
児
・介
護
休
業
制
度
等
）

育
児
・介
護
に
関
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

夫
婦
の
間
で
家
事
な
ど
の
分
担
に
つ
い
て
十
分
話

し
合

こ
と

1.5%

16

%

10.4%

由

他

参加方法がわ

に理由はない

両立させて

1.9%

32.0%

（学
習
会
・講
座
の
開
催
）

出
産
や
子
育
て
後
の
再
就
職
の
相
談
・
支
援
の

充
実

企
業
な
ど
へ
の
啓
発
（雇
用
に
お
け
る
男
女
平
等

7.5%

.4%

わからない

参加したくない

関心がない

12 

ていくため

6.1%

20.5%

め
る

仕
事
中
心
と
い
う
社
会
全
体
の
仕
組
み
を
改
め
る

こ
と

男
女
共
同
参
画
社
会
に
関
す
る
啓
発
活
動
の
推
進

（学
習
会

講
座
の
開
催
）

い

２

「参

めに必要な

36.9%

5.5%

相
談
窓
口
等
の
充
実

子
ど
も
の
頃
か
ら
家
事
、
介
護
、
子
育
て
な
ど
に

つ
い
て
男
女
平
等
の
視
点
に
立
っ
た
教
育
を
進

め
る

6

２３年調査問6

参加していない」

女 性

無回答

そ

なこと 

11.0%

3.5%

わ
か
ら
な
い

母
子
・父
子
家
庭
へ
の
支
援
を
行
う
こ
と

4.2%

24.0%

6.3%

6-1

」理由

特に理由はな

参加方

その他

0.0% 0.3

無
回
答

そ
の
他

3.1%

9.4%

53.1%

ない

参加したくな

関心が

方法がわからない

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

%

ない

がない
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（２） 町民の声 

○子育て、介護などの支援（デイサービス・サークル）について、町内では世

代間交流が活発ではない。高齢者も乳幼児もミックスされた形でどんどんさ

れるようになれば、もっと地域全体で変わってくるのではないか。仕事を退

職したお父さんに、子育て支援をやってもらうボランティア研修に参加して

もらったり、児童、生徒にいろんなキャリア（技術、趣味）を教えてもらっ

たり、これからの６０代の男性の活躍の場が増えると、男女参画にも繋がる

のではないかと思う。 

○男女共同参画の推進は女性が社会人として働く現代の状況からいえば必要な

ことであると思う。子育てしながら女性が仕事を持つことを応援していただ

けると心強い。 

 

 

（３）施策の展開 

基本施策１ 施策等の立案及び決定への女性参画の促進 

男女が対等な構成員又はパートナーとして自らの意思により社会のあらゆる

分野で、個々の能力を十分に発揮できるよう、参画を促すための意識啓発や情

報提供等に努めます。 

また、町では、女性職員の管理職員への登用を推進するとともに、政策の審

議決定に関わる委員会等で、一方の性が４割未満とならないよう配慮します。 

取 組 内 容 目 標 値 等 部 署 

町の審議会等委員の男女の割合に配慮

する 

一方の性が４割未満とならな

いよう配慮する 
全部署 

女性職員の管理職員への登用を行う 
各部署での取組が推進される

よう積極的な登用に努める 
総務課 

地域ボランティアによるミニデイサー

ビス等を通じて男女ともにいきいきと

生活できる地域づくりを推進する 

地域ボランティアによるミニ

デイサービス、体操等グルー

プ活動への普及支援・充実 

ほけん福祉課 

生涯学習講座の普及、参加を推進する 広報誌等への掲載 社会教育課 
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基本施策２ 労働環境の整備 

町では、女性職員の管理職員の登用を図るほか、「男女雇用機会均等法」や

「育児・介護休業法」等雇用に関わる法制度の周知・啓発を行います。 

また、育児等で職場を離れた女性の再就職を支援するために、職員能力開発

訓練等の情報を周知するとともに、家族経営を行っている農家が、男女を問わ

ず意欲を持って取り組むため、労働時間、報酬、休日等の経営面と合わせて、

生活面や家事の役割分担などの必要な項目について自由に取り決めを行い、そ

れぞれが自覚を持って経営に参画する「家族経営協定」の導入を推進します。 

 

 

 

基本施策３ 防災分野における男女共同参画の推進 

災害対応における女性が果たす役割は大きいことを認識し、防災への取組に

おける女性の意思決定の場への参画やリーダーとしての活躍を推進し、主体的

な担い手として女性を位置付けるために、学習機会の提供や研修内容の充実を

図ります。 

 

 

 

 

取 組 内 容 目 標 値 等 部 署 

町職員への旧姓使用制度を継

続する 

名札や名刺などに旧姓の使用を認める

取組の継続 
総務課 

女性職員の管理職員への登用

を行う【再掲】 

各部署での取組が推進されるよう積極

的な登用に努める 
総務課 

町職員への育児・介護休業制

度等の普及をする 

育児･介護休業制度の周知徹底と男女を

問わない制度利用の拡大 
総務課 

職業能力開発訓練の情報を周

知する 
広報誌等への掲載による情報提供 産業経済課 

家族経営協定の周知と導入の

推進 
広報誌等への掲載による情報提供 産業経済課 

取 組 内 容 目 標 値 等 部 署 

防災分野における男女共

同参画の推進 

自主防災組織の中で役員に女性が積極的に

登用されるよう、支援・情報提供に努める 
総務課 

女性消防団員の加入を積極的に進める 総務課 
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基本目標３ 男女共同参画社会の実現に向けた環境づくり 

（１） 現況と課題 

近年、少子高齢化が進行する中で、男女がともに育児・介護等の負担を担い、

家族の一員としての責任を果たしていくことが男女共同参画社会の実現に向け

て必要となっています。 

しかしながら、家族形態の多様化により、高齢者のみの家庭、ひとり親の家

庭等が増加しているため、いずれの家庭も育児・介護等のさまざまな悩みをそ

の家庭だけで解決することが困難な状況が見られます。 

このことから、育児・介護等の負担を社会全体で支えるための環境づくりや、

障害の有無に関わらず、その意欲や能力を発揮しながら就労や地域活動等あら

ゆる分野へ参画するための機会が確保されるよう、自立を支援していく取組を

進めていくことが必要となっています。 

また、男女がともに自立し、生きがいを持って充実した生活を送るためには、

生涯を通じて健康に過ごすためのさまざまな情報を提供するとともに、相談で

きる体制づくりが必要となっています。 

町では、健康相談や健康教室等を開催し、健康増進に努めていますが、社会

環境の変化や、ライフスタイルの多様化から、健康が妨げられている現状があ

ります。 

年代やライフスタイルに応じた健康意識を高める取組や、健康づくりに取り

組む団体と行政が協力し合う体制づくりが必要となっています。 

 

（２） 町民の声 

○女性の社会的地位を向上させるために、結婚や出産、育児があっても、仕

事へのやりがいを持ち、家庭生活を送るための制度、施設、設備が必要。

また男女共同参画になるためには、男性の長時間労働を解決しないとでき

ないと思う。 

○子育てでは、ぐりぐらひろばや保健師さんの育児相談などには、いろいろ

とお世話になり、今後もこのような子育て支援を続けていかれると良いと

思います。 

○まずは家族から男女関係なく（家事等）自分のできることから協力し、助

け合うことが大切。 

○男女平等の仕事をするという社会の中で、結婚から妊娠・出産・育児で大

きく負担がかかるのは女性。職場を一時的に離れることが必要とされるこ

とも避けられない現実。育児を続けたいが共働きしないと生活がなりたた

ないから、やむを得ず復帰、という女性が多いのではないでしょうか。経

済的に一番不安定になるこの時期、各自治体が住居（安い賃貸）提供、保

育所を充実させていくことが一番の必須課題のように思えます。 
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（３）施策の展開 

 基本施策１ 男女の自立を育み、安心して暮らせる環境づくり 

男女が生涯を通じて、育児・介護等をともに分担できるよう、社会全体の取

組として支援していくため、子育て環境の充実や健康づくり教室等の普及を図

るとともに、介護を必要とする高齢者が安心してサービスを利用できるよう相

談支援体制の充実に努めます。 

また、障害に対する理解を深めるための啓発・広報活動に努め、障害の有無

にかかわらず、誰もが社会参加できるまちづくりを目指します。 

取 組 内 容 目 標 値 等 部 署 

児童虐待防止への取組を推進する 

要保護児童対策地域協議会の開

催、広報誌への情報掲載による

啓発活動 

学校教育課 

地域ボランティアによるミニデイサ

ービス等を通じて男女ともにいきい

きと生活できる地域づくりを推進す

る【再掲】 

地域ボランティアによるミニデ

イサービス、体操等グループ活

動への普及支援・充実 

ほけん福祉課 

乳幼児期の子育てに関する相談体制

を充実し、家庭で楽しむ子育て環境

を整える 

広報誌・ホームページ等への掲

載による情報提供、育児相談や

発育・発達に応じた教室の実施 

ほけん福祉課 

保育サービスを充実する 
現状の取組について検討・見直

し－年 1 回以上 
学校教育課 

子育て応援団との連携・支援する 団体と連携し、支援する 学校教育課 

地域における子育てサービスに関す

る情報を提供する 

広報誌・ホームページ等への掲

載による情報提供 

学校教育課 

ほけん福祉課 

学童保育の施設運営を充実する 
現状の取組について検討・見直

し－年 1 回以上 
社会教育課 

子育て支援ボランティアに対する研

修会への参加を推進する 
研修会への参加推進 

社会教育課 

ほけん福祉課 

地域自立支援協議会での相談支援体

制を確保する 

関係機関と連携し、取組状況の

共有・相談支援体制を確保 
ほけん福祉課 

就労移行支援を実施する  

就労を希望する障害者に対し、

就労にあたっての知識・能力の

向上や就労等の支援 

ほけん福祉課 

就労継続支援を実施する  

企業等に雇用されることが困難

な障害者に対し、就労の機会の

提供、知識・能力の向上のため

の訓練等の支援 

ほけん福祉課 

介護相談支援を充実する 
地域包括支援センターの相談体

制の充実 
ほけん福祉課 

介護家族への支援を充実する 

ケアマネジャー等関係機関との

連携を深め、個別に応じた支援

を充実 

ほけん福祉課 

ひとり親家庭への支援を充実する 
広報誌・ホームページ等への掲

載による情報提供 

ほけん福祉課 

町民課 
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基本施策２ 健康の増進  

生涯を通じて、健康であることを支援するため、それぞれのライフステージ

に応じた健康教育及び健康相談等の充実を図ります。 

また、さまざまな機会をとらえ、健康教室等の実施に努めるとともに、スポ

ーツ等を通じて健康づくりを推進します。 

 

取 組 内 容 目 標 値 等 部 署 

健康教室等の実施に関する情報提供

をする 

広報誌等への掲載による情報提

供 
ほけん福祉課 

生涯を通じた健康教育及び健康相談

を充実する 

乳幼児から高齢者までの健康相

談等の充実 
ほけん福祉課 

健(検)診体制の充実 
乳幼児に対する健診及び各種検

診（がん検診）の実施 
ほけん福祉課 

生涯学習講座で健康づくり教室を実

施する 
健康講座の実施 社会教育課 

生涯スポーツを充実する 生涯スポーツ活動の充実 社会教育課 

 

基本目標４ あらゆる暴力の根絶 

（１） 現況と課題 

男女がお互いの人権を尊重し、対等な関係を築くことは、男女共同参画社会

の基本となるものです。しかし、現実には、配偶者等からの暴力をはじめとす

る男女間の暴力（以下、「ＤＶ」という。）や、高齢者や児童も含め家庭内の表

面化しない程度の暴力は後を絶たず、むしろ増加する傾向にあります。なお、

この暴力は、殴る、蹴るなどの身体的な暴力のみならず、性的暴力や精神的暴

力、経済的暴力、パワーハラスメントなども含みます。 

これらの暴力は被害の実態が表面化しにくく、被害を潜在化させてしまう恐

れがあります。また、ストーカー行為やセクシュアルハラスメントなど、メデ

ィアで報道されるような深刻な暴力も発生しています。あらゆる暴力を根絶し、

暴力を許さない社会の実現のためには、人権尊重の意識啓発活動を行い、被害

の早期発見、早期相談のための取組強化、また関係機関との協力のもと、被害

者の安全確保と支援体制の整備が必要です。 
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パートナー(配偶者、恋人)に対する暴力についての意識 
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5.9%
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7.4%

6.7%

7.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A．骨折させる

B．打ち身や切り傷などのケガをさせる

C．刃物などを突きつけて、おどす

D．身体を傷つける可能性のある物で、

なぐる

E．突き飛ばしたり、壁にたたきつけたりする

F．平手でぶつ、足でける

G．物を投げつける

H．なぐるふりをしておどす

I．ドアをけったり、壁に物を投げて、おどす

J．いやがるのに、性的な行為を強要する

K．見たくないのに、ポルノビデオや

ポルノ雑誌を見せる

L．何を言っても、長時間無視し続ける

M．交友関係や携帯電話、メール、

郵便物等を細かく監視する

N．「誰のおかげで生活できているのか」

などと言う

O．生活費を渡さない

P．大声でどなる

２３年調査〔Ｎ＝135〕

どんな場合もDVに当たると思う DVの場合とそうでない場合がある DVに当たると思わない 無回答

男性２３年調査〔総数＝１３５〕 
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（２） 施策の展開 

あらゆる暴力の根絶を図るために、暴力は犯罪であり人権侵害であるという

認識を社会に浸透させるための広報・啓発活動に努めます。ＤＶをはじめとす

るこれらの暴力に関する相談については、深刻化する前に被害者が自ら相談で

きるよう、あらゆる機会や方法を活用し、相談窓口の周知を図ります。また、

被害者に適切な支援が行えるよう、関係機関との連携強化を図ります。 
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4.5%
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5.5%

4.5%

5.0%

4.5%

4.5%

4.5%

4.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A．骨折させる

B．打ち身や切り傷などのケガをさせる

C．刃物などを突きつけて、おどす

D．身体を傷つける可能性のある物で、

なぐる

E．突き飛ばしたり、壁にたたきつけたりする

F．平手でぶつ、足でける

G．物を投げつける

H．なぐるふりをしておどす

I．ドアをけったり、壁に物を投げて、おどす

J．いやがるのに、性的な行為を強要する

K．見たくないのに、ポルノビデオや

ポルノ雑誌を見せる

L．何を言っても、長時間無視し続ける

M．交友関係や携帯電話、メール、

郵便物等を細かく監視する

N．「誰のおかげで生活できているのか」

などと言う

O．生活費を渡さない

P．大声でどなる

２３年調査〔Ｎ＝347〕

どんな場合もDVに当たると思う DVの場合とそうでない場合がある DVに当たると思わない 無回答

女性２３年調査〔総数＝１９９〕 
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基本施策 取 組 内 容 部 署 

あ ら ゆ る 暴 力

の未然防止  

あらゆる暴力を許さない意識啓発の推進 全部署 

広報誌やホームページ等への掲載や講演会等によ

る啓発活動 
総務課 

職員に対してＤＶ・虐待防止をはじめとする人権

教育研修の実施  
総務課 

児童虐待防止への取組を推進【再掲】 学校教育課 

子どもの発達段階に応じた性教育を実施  社会教育課 

家庭における性教育を実施 

親を対象に性教育のあり方を学ぶ講演会を実施 
社会教育課 

早 期 相 談 ・ 発

見 及 び 相 談 体

制の充実  

ＤＶや虐待の相談窓口に関する情報提供 全部署 

庁内での相談窓口の周知徹底を図り、相談者と相

談窓口・関係機関への迅速な橋渡しを実施 
全部署 

配偶者暴力相談支援センターや警察、福祉事務

所、児童相談所、医療機関、民生委員・児童委員

協議会等との連携 

関係各部署 

関係部署とのケース検討会を開催 関係各部署 

児童虐待に対する研修会へ参加 学校教育課 

職務関係者（児童会職員等）へ研修及び啓発実施 社会教育課 

障害者虐待被害者等の存在を早急に確認し情報収

集 
ほけん福祉課 

共通シートの導入 ほけん福祉課 

被 害 者 の 安 全

確保 

庁内の情報管理整備の徹底化をし、被害者の個人

情報保護に努める 
全部署 

一時保護所までの支援 関係各部署 

警察等との連携強化による迅速な対応を図る 関係各部署 

相談者のプライバシーと安全確保に配慮した相談

体制をとる 
関係各部署 

被 害 者 支 援 体

制 の 整 備 （ 自

立への支援）  

 

関係部署とのケース検討会を開催【再掲】 関係各部署 

必要に応じて外部関係機関との連携を図る 関係各部署 

配偶者暴力相談支援センターや警察、福祉事務

所、児童相談所、医療機関、民生委員・児童委員

協議会等との調整【再掲】 

関係各部署 

生活保護制度や福祉資金、各種手当、医療費助

成、保育園・幼稚園入園等の支援情報を提供 
関係各部署 

ＤＶ及び虐待被害者の町営住宅優先入居に向けた

取組を推進、またその際の入居情報の保護を徹底 
総務課 

子どもの教育に応じたケアを行う 学校教育課 
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第３部 プランの推進に向けて 

１ 庁内推進体制の充実 

プランは、男女共同参画に関する事業が多岐にわたっていることから、各関

係部署との連携を強化し、相互の連絡調整を図りながら、計画的に推進してい

く必要があります。 

町では、庁内のいの町男女共同参画事業推進ワーキングチームで、計画の進

捗状況及び取組内容の確認等を実施し、男女共同参画事業を総合的に推進しま

す。 

 

２ 町民・団体等との連携・協力 

計画の推進にあたっては、いの町男女共同参画推進委員会や地域において町

民が主体となり、自主的な活動をしているグループ等と連携し、町の実施する

事業への協力を得ながら、さまざまな取組を効果的に推進します。 

 

３ 計画の進行管理の充実 

この計画を実効性のあるものとするため、具体的施策として掲げた個々の施

策の進捗状況を定期的に点検・評価することにより進行管理を行います。 
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